
章旨董卓塚山‖ lrTl姫里欝皆等IIE]1轡

-㌔ J/て

r rTT T

(0才学園細昏国三)

皇祖視埋-+IJl野

働望dltGO用GO封iJJl野　等≡貨

!阿暫謝越取

坪つき¥叫(叩

I

.

-

I

.

～

t

t

~

.

ー

ヨ

一

一

一

書

†

～

･

ト

ま

L

r

r

,

.

-

.

～



,,! 



◄ 目 次 ►

発 干IJ しこ あ t こ つ て ー

地頭仮屋跡 ·· · ·· ·· ····· · " · · ·· ·· ·· · ·· ···· · "· · · ··· .. ... . . . .. . .... . . . .. .. . ... . . .. . . ......... . .. . . . . . . ... . 2 

（一） 山川郷の創 設

（二） 山川地頭制 度 の 変 遷

国 地頭仮屋跡使用の推移

（四） 地頭仮屋跡の現状

— 成） II ・ 下原の「田の神 」 石像.. . ...... .. . . . .. .. ..... . . ..... . ........ . .. ... .. . .... ..... 10 

(—) 「 田の神」 石 像

（二） 下 原の 「 田 の 神 」石 像概要

（三） 考察

（四） 下 原の 「 田の神 」石 像の現状

成 ） II 十一面観世音... . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 14 

（一） 所在 地

（二） 土地所有者

（三） 形 状

（四） 銘 文

（五） 俗 称

ヽ （六） 考 察

（七） 参 考

四 編集後記 ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・・・・・・ ・ ・・· . ........ . . .. .... . . . .... . . .... ... . .............. . .. .. ....... . ..... . ............. . 19 

五 調査委員ならびに編集委員 ・ ・ ・ ・・ ・・・・・・・・ ・ · ..... . . ..... . .. . . ..._ ............................ 20 

「 題字は東 栄 寿 （山川町前助役） 」



発刊にあたって

文化財 は ，祖先 のたくましい創造力，たゆまざる努力によ っ て生み育

て られた貴重な財産であります。

私 たちは，これらの文 化財を損傷したり破壊す ることなく，完全な姿

で，次の世代に伝えてゆ く 責務を負っています 。

私たちの山川町では，文化財保護条例が昭和 47 年に 制定さ れるとと

もに，文化財保護審議会が発足し ， 精力的に文化財の調査研究と活用が

図られて い るところで す。

その成果の一端を広く 町民 に 知 っ ていただく ために， 本冊子を発刊 い

たし ま した。 関係者の方々 が ， こ れ に よ っ て文化財を愛する気持ちを改

め て 確認していただければ幸 い です 。

昭和 57 年 8 月 1 1 日

山 川町教育委員会

教育長 久保市夫

‘ 
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、地頭所仮屋跡

(-)山川郷の創設

天正二十 年 ( 1592 ) 指宿郷の 管轄で あ っ た 山川村成川村の二

ケ村 を 分割して一郷となし 新 たに山 川 郷を 創設する 。

正保四 年 ( 16 47 ) 大山村を 頴娃郷ょ り 山川郷に編入する 。

慶安 三年 ( 16 5 0 ) 岡児ケ水村を 頴娃郷より 山川郷 に 編 入する。

天正二十年 ( 1 5 9 2 ) 山川郷福 元に麓を置 き地頭仮屋を設け 地頭

を置く。

地頭仮屋に曖（郷土年寄） 横 目，組頭の三役を置く。

曖（郷土年寄）は郷内全般の政務を掌り代々数名が任命されたが，

山川 郷は初代から三代までは一名 四代目から二名乃至四名が任命 さ

れてい る 。

横目は諸務 取次およ び検察訴訟 の事 に 当 る。

組頭は郷土 を 数 組 に 分けてその 頭役 で あ るが，郷土 教導と 仮屋 の

警 備 に 当る 。

右三役の下 に 郡見廻（農事 の 監督指 導 およ び夫役の事を 掌 る）

竹 木見廻 （ 竹木の植栽や保護 の監 督 ） 山見廻，杵i 猪見廻 (:fP ゃ拮 の

植栽の 指導監督）道見廻，立山見廻，溝見廻，神事見廻，高張方，

ロ事聞役 ，捕締方，津口番役，浦主取，船大工主取，鍛治主取 ， 衆

中触役，唐船通事 ， 番所在番役等があり，また郷土中から庄屋 ，捕

役を選んで村や浦を支配させた（ 山川 郷史）。

（註）(1) 外城制度

寛永十六年 (1 6 3 9) の調査に依れば薩摩藩を一一三の区

画に割りそれぞれ地頭仮屋を設けその周囲に麓という武士集落
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を作 っ てその地域の行政を管轄させ，一朝事あるときはそ のま

ま麓の郷士で軍団を形成してそれぞれの地頭の指揮にし たが う

仕組である 。

鹿児島城下五千の士族（薩摩藩士族総戸数約四万 六 千戸）の

外の士族はすべて外城の麓に居住させて郷士として農耕 に よる

自活をさせたのである 。

これら一一三の外城に対して藩主の居城 は 慶 長 七年 ( 1602 )

以降は鹿児島の鶴丸城に定ま っ たが，これは 「 館造り」で， 天

守などというものもない極めて小規模なものであ っ た 。

島津家十七代の義久について次のエピソードが 「 薩藩旧伝集」

に記されている。

「 あるとき龍伯公御側の集へ仰せ ら れ候 う は，城は い らぬ者

也，尤塀堀等は之無候とも事かかぬ也，士ほどよき堀は之無候

と御意遊ばされ候 」 とあるが，これが薩摩藩外城制度の本旨で

あったといえる 。

天明三年 (1 7 8 2) 外城は 「 郷 」 と改称し郷士は外城衆中

（ 山川衆中 ）と唱えた。外城は軍事目的からだんだん行政目的

に移行して行 っ たが ，地頭 も寛永以後 ( 1624 - ) は 「 掛持

地頭 」 といって数郷を掛持ちして城下に常駐し，任期中にせい

ぜい一回ぐらい任地に足をふみ入れれば良いことになり，郷政

は郷役人に任せられ重要事項の裁断については郷役人が城下に

出て地頭の指揮を仰ぐようにな っ た。

（ 山川郷土史，昭和五十五年三月号歴史手 帖所蔵の 原口虎雄

氏｀薩藩外城制度と麓・）

ヽ

•' 
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（註）(2) 曖（ あつ かい）の名 称の変遷

外城の首長の名称は天正二十年 ( 1 592) 以来 曖 （あつか

い）と称し天明三年 ( 1 7 8 3 ) に 郷土年寄と改称さ れ た が，

慶応元年 (1863) 再び 曖 の旧称に復し た。

（原口虎雄 鹿児島県の歴史）

（二） 山川地頭制度の変遷

(1) 地頭職は初代鎌田寛柄から五十一代椎原孝助まで任命 されて い る。

(2) 五十一代椎原孝助在任中

（イ） 明治四年 ( 1871) 七月 廃藩置県により郡県制に変更

地頭職廃止

（口） 仝五年 ( 187 2) 一月 郡長に任命

山川郷郡 治所 設置

喜入，今和泉，指宿，山川頴娃，

知覧，南方，勝目の 八郷を管轄

し、） 仝 六年 ( 1873) 一 月 右大区長に改称

(3) 仝 九年 ( 1876) , 今 和泉指宿山川区長に任命

(4) 仝十二年 (1879) 給黎指宿頴娃）II 辺四郡の郡長任命

知覧（給黎郡）に郡役所を置く

(5) 仝二十年 ( 1 8 9 7) 

(6) 大正十五年 ( 19 26)

指宿， 頴娃， 山川， 今 和泉，喜入

の五ヶ郷をもって一郡となし新た

に指宿郡長を任命

指宿宮 ケ浜に郡役所 を置く 。

郡役所廃止

（山 川 郷土史，山川町史）
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（三）地頭仮屋跡使用の推移

(1) 明治

(2) 仝 四年 ( 1871 )

(3) 仝 五年 ( 1 872)

(4) 仝

(5) 仝

三年 ( 1 8 69 )

十一年 (1878)

二十年 ( 1 8 8 7 ) 

(6) 仝 二十二年 ( 1 8 8 9 ) 

(7) 仝二十四 年 ( 1 891)

(8) 仝三十 年 ( 1897 )

(9) 仝 三十四年 ( 1901)

(1() 仝 四十二年 ( 1909 )

曖，横目，組頭の職制廃止

郷常備隊編成

地頭仮屋を軍政所と改む

山川 郷学校（士族の子弟）創立

廃藩置県により郡県制施行

地頭職廃止

山川郷郡治所設置

郷常備隊解散

戸長副戸長制施行

山川郷学校を山川小学校と改称

山川小学校を山川尋常小学校と改

称

市町村自治制施行（山川郷を山川

村と改称 ， 福元，成川，大山，岡

児ヶ水の四区を置く 。

山 川 尋常小学校を山川尋常高等学

小学校と改称

山川高 等小学校創立

山川尋常高等小学校を薬草圏跡に

移 転

山川高等小 学校を 山川 尋常高等小

学校と 合併，高 等科 は地頭仮屋 跡

に残す

ヽ
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(1り昭和 三年 ( 1 928 )

四 仝 五年 ( 1930 )

⑬ 仝 二十年 ( 1 9 4 5) 

闘仝 二十一年 ( 19 46)

(15) 仝 二十八年 ( 195 3)

(16) 仝 三 十一年 ( 1 9 5 6 ) 

（四） 地頭仮屋跡の現状

山川村庁舎を現消防分遣所南隣駐

車場から現町庁舎所在地（地頭仮

屋跡）に移転

高等科も薬草園跡の尋常高等小学

校に移転

町制施行（一月一日 ）

山川町庁 舎戦災により焼失

山川町庁舎再建

町議会議事堂竣工

山川町庁舎（鉄筋 コ ソクリ ー ト竣

工 ）

（山川郷土 史，山川町 史

原 口虎雄著鹿児島県の歴史）

地頭仮屋跡には現在町役場庁舎と議事堂が建っている。地頭仮屋

の石塀が北側と南側は殆ど原形を留め て いないが ，東側 と南 側は大

部分が残っている。

山川石の石塀に囲まれた町庁舎の敷地は 1 8 7. 9 2 平方 米である。

役場の裏の内庭に 山川石の手 洗鉢 （高さ 9 8 cm 直径 4 4 cm) が一基

残 っ ているが，これは地頭仮屋時 代から のものと思われる 。

（ 別 添見取図及び写真参照）
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地頭仮屋跡平面図
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ヽ 成川・下原の「田の神 」 石像

• 

（一） 「 田の神」石像

田の神石像は，南九州以外の地方で は 見られないもので ある 。 鹿

児島県と宮崎県の旧薩摩藩領内だけに分布している 。

十八世紀初頭から作られ始め，十八世紀から十九世紀の初めまで

は特に本格的な製作が盛んであったことが考えられる。

薩脈藩では十七世紀の終りから十八世紀の初めにかけて， 本 格的

な開田事業が盛んに行われた。灌漑用水路 • 井 堰 ・ 溜池 などの大エ

事に よ っ て 大きな水 田が次々と生まれでてきた 。 田の神 石像はそう

し た 時代にそ の水田稲作の守護神として作られ始め た と考 えら れ る。

田の神石像は初め仏像・神像として出発し，時代と共に多 くの変

化を生んだと思われる 。

（二） 下原の「田の神」石像概要

0 所在地

~
 

0 管理者

0 材質）

山川町成川 下原

ここに 「田の神 」 石像二体が並立して い るが今

回対象と し ているのは右側 の石像である 。

入佐カエノ（成川 9 3 7) 

山川 石

0 造立年代 明和八 年 ( 1 7 7 1 年 ）

0 刻銘 背後の支え石上 胴部にあり

下 原 前菌 0

ニオ中 山川 三 四郎

明和八年 八十二作之
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三月吉 井手

（三）考察

山川町特産の 山川石 （ 凝灰 質安山 岩） で作られている 。 山川 石の

特徴は明るい黄色であることと，軟質で刻み易 い こと，そして刻 ん

だ表面が硬化して風化 しにくくなることである 。 田の神の石として

は街したり，ぶ っ つけたりの損傷がつき易いのが欠点だが，色が美

しいので 指 宿 山川地方 には 山川石 の 田 の 神 が 三 十 体ほどあり， 下原 f, 
の田 の 神はその代表 作 である 。

ツキを 被 っ た顔の表情は ，ま だ少々残 っ て い る 。 短 い 袖の上 着に

クスキを掛けており，下衣は裁着け袴の大きいものをつけて いる 。

右手には小さいメ 、ン ゲ，左手には団子ふうのものをのせて い る 。 薩

摩地方に広く見られる田仕事姿の神職型立像の田の神で あ る 。 均 整

のとれた安定感のある姿態で，損傷を受ける前の 立 派さ が し の ばれ

る 。

薩 摩半島の先 に は田の 神 の数は 極めて 少な い 。 田の 神 文化 が南の

端には 充 分ゆ き わたらな か ったとい うこと であろう 。 こ の田の神 ぱ

古い田の神の南限である。

参考文献 「 タ ノカソサア百体」小野重 朗 著
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（四） 下原の「田の神」石像の現状
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田 の神像

裏面の銘文
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ヽ

(-) 所 在地

（二） 土地所有者

（三） 形 状

(1) 石殿

成川十一面観世音

山川町成川大坪 1 0 1 6 の 2

谷 口隆 山川町成川 9 8 6 

. 高 1 0 4. 5 セ ン チ， 完 形， 屋根の正面と軒に銘がある 。

基礎 ， 石室 ，屋根 より構成され，石室の中 に 仏 像 板石を納

める 。

薔
＇

基礎 の高さ 2 0. 0 センチ，幅 6 9. 0 セ ‘ノ チ． 奥行は後部

が崖に埋って計測できない。石室の部分は 側壁 （ 左右と後

面 ）を三個の板石で囲い．正面に扇形の板石を はめ る 。

石室の高さは中央で 4 2. 5 センチ， 幅 4~- 8 .'_: : ノ チ＼内

部 3 9. 5 センチ）奥行 3 8. 0 センチ（内部 3 3. 0 センチ ～

3 4. 0 セ‘ノチ）周囲 の板石の厚みは 6. 0 セ ‘ノ チ ， 石室 の中

に基礎石を 2. 5 セ ンチ彫り窪めて，仏像板石を立てる。

寄棟造りの 屋根は高さ 4 2. 0 セソチ，最大幅 6 8. 0 セソ

チ．奥行 5 0. 0 セ ＇ 、ノ チ で，軒 口 の厚みは 8. 0 ~ 9. 0 セ｀ノチ

軒裏 に ー重の 椎 型 （厚み 2. 0 セ ソ チ）を設ける 。

(2) 十一面観世音座像，板石の薄肉 彫で左脇に銘がある。

板石は高さ 4 3. 5 セ ｀ノチ ，幅は上 2 9. 0 セ‘ノチ，下 3 1. 7 

センチ ． 厚さ 1 4. 0 セ‘ノチ．中央に，像高 3 8. 0 センチの

両手に夫々蓮華を持ち，彫刻の手法は素朴である。

板石の銘 「 永禄」の 「永戸」は「水」を欠くが ． なぜこ

のように彫られたのか詳らかでない 。

-14-



（四） 銘文 （屋根）

奉 十 面 観 音 建 j_j_ ' 願 主

藤 原 朝 臣 鎌 田 但 馬 守

法 名 松 月 ヽゴ 鶴 居 士フ

東 善 坊 七 日 此 ^ Tl 

瀧籠

日 度 ツ 、 瀧被 祈 成 就

之 時 成 J 11 中 「り 水 懸 候 也

永 禄 九 丙 寅□ 三 月 朔 日

（軒横書） 十 一面

（仏像板石）千時永戸

（五）俗称 タ ッ ノカソサア ハノカ ソ サア

（六）考察

この十一面観世音の石殿並びに座像は ， 中世の作例であ り ， し

かもほぽ完存している 。 これは 山川町の 歴史資料としての価値が

きわめて高いと考えられる 。

なおこの十一面観世音座像並びに石殿は，先に町文化財に指定

ヽ1'J 

された成川板碑より十年前に，同一人物により造立され た もので い

ある。

（七）参考

銘文を訓読すれば ， 「 十 一面観音を建立し奉る。願主は鎌田但

馬守，法名松月宗鶴居士，東善坊をして三 ・ 七日この瀧にこもら
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しめ ，一日 三 度 づつ 瀧に 祈らる 。 成就の時 ，成川中門に水かかり

候なり。

永禄九丙寅三月朔日 」 となる 。

( 1566 ) 

` 
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叫砂刊呼磁＊砂編 集 後 記ヤ舛叫叫叫叫叫＊

0山川郷麓の地頭仮屋を中心に立ち列んで いた武家屋敷は今は跡形も な

い。ただ現在の町役場のある地頭仮屋跡は山川石の石塀を残すのみで あ

る。

明治の末期か大正の初期に荒廃した武家屋敷から移築された小川 の 坂

元家の武家門が，ただ一つの武家屋敷の名残りを留めるのみであ る。

（ 内田記）

0古＜から南薩地方の文化の一中心として農耕文化がひらけた成川 。こ

こに私達の祖先がまつ っ た 「 田の神 」石像がある 。 この意義につ いて，

恩師小野重朗先生から親しく熱 っ ぽい口調で御教示を た まわ った 日の 感

動が忘れられない。 （南 記）

0成川の十一面観世音は昭和四十八年四月二十八日に 頴娃の重 永宰， 重

永卓爾両先生の解読によって始めて世に紹介された。

薩摩国揖宿郡頴娃郡石造塔婆考 重永宰

山川文学十九号

（八）十一面観世音座像並びに石殿銘 重永卓頭

学恩を感謝します。 （谷迫 記）

0文 化財に対する町民の関心が年々高まりつつあることは，うれしいこ

とです 。文化財を大切に保存し，新し い文化の創造に役立てて い＜こと

は，現代に生きる私達の責務と信じます。 （児玉 記）

0昭和 56 年度も多忙な年 であ った 。 しかし実り多い年であった。この

「 山川の文化財 」 第三集も，そうした実務 と 調査の過程から生み出さ れ

たものである。文化財保 護審議会委員の方々に深い感謝の意をあらわし

たい 。 （松下記）
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調査委員ならびに編集委員

内 田 潤 乎 （山川町文化財保護審議会委員）

南 清孝（ " 
‘
_

ノ

谷迫ハルヱ ( 

児玉須美夫 ( 

" 
ヽ
ノ

" 
‘
ー

松 下 尚 明 （山川町教育委員会社会教育主事）

******************************* 

昭和 57 年 8 月 20 日

編集発行. 
印 刷

• 

山川町教育委員会

鹿児島県揖宿郡山川町新生町 8 4 番地

TEL 09933 ④ 1111 

評価テスト出版センター

（合 6 8-15 8 4) 

******************************* 
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